
令和８年１月16日

厚生労働省 神奈川労働局

改正女性活躍推進法等説明会

女性活躍推進法の改正について



女性活躍推進法 改正の概要
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■我が国の男女の賃金差異は、依然として大きい

■その要因の一つである管理職の女性割合が、依然として低水準

1. 法の有効期限延長（令和18年3月31日まで）

2. 101人以上企業の情報公表必須項目拡大（賃金差異、管理職比率）

3. 職場における女性の健康支援

4. 認定基準の見直し

女性活躍推進法等を改正する法律が成立し（令和７年６月11日公布）、省令・指針が改正された（同年12月23日公布・告示）

改正概要



女性活躍推進法の全体像（一般事業主関係）
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情報公表と行動計画の策定等が、101人以上企業の義務となっている。一定の要件を満たす企業の認定制度がある。

情報公表

行動計画策定等

常時雇用する労働者数に応じ、一定の情報を公表（毎年更新）

改正

→ 透 明 性 確 保 、 企 業 間 の 比 較 可 能 性 の 向 上 、 求 職 者 へ の 情 報 提 供 を 図 る

→ 個 々 の 事 業 主 の 女 性 活 躍 推 進 の 取 組 に つ い て 、 P D C A サ イ ク ル 確 立 を 図 る

状況把握

課題分析

計 画 策 定

社 内 周 知

公 表

届出
取組実施

効果測定
次 期 行 動 計 画 へ

改正 改正

認定制度

えるぼし（１～３段階） プラチナえるぼし えるぼしプラス（仮称）

改正 改正 改正（新設）

→ 認 定 事 業 主 の 優 秀 な 人 材 の 確 保 、 企 業 イ メ ー ジ の 向 上



1. 情報公表について

2. 行動計画策定等について

3. 認定制度について

【本日の説明内容】



2021年4月1日

情報公表について



１ 情報公表
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情報公表の内容は、常時雇用する労働者数に応じて定められている

常時雇用する労働者とは

■無期雇用労働者

■有期雇用労働者で

・過去１年以上雇用されている者

・雇い入れから１年以上引き続き雇用されることが見込まれる者



１ 情報公表
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公表すべき項目は、常時雇用する労働者数に応じて異なる

301人以上企業

以下の４項目以上の情報公表が義務となった

■男女間賃金差異（※改正前から義務）

■女性管理職比率

■働きがいの 区 分 か ら 1項目以 上 （※改正前から義務）

■働きやすさの 区 分 か ら 1項目以 上 （※改正前から義務）

改正

働 き が い ※１

・採用した労働者に占める女性労働者の割合

・男女別の採用における競争倍率

・労働者に占める女性労働者の割合

・係長級にある者に占める女性労働者の割合

・役員に占める女性労働者の割合

・男女別の職種又は雇用形態の転換実績

・男女別の再雇用又は中途採用の実績

働 き や す さ ※2

・男女の平均勤続年数の差異

・10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働
者の男女別の継続雇用割合

・男女別の育児休業取得率

・労働者の一月当たりの平均残業時間数

・雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間

・有給休暇取得率

・雇用管理区分ごとの有給休暇取得率

※1 「働きがい」の正式名称は「女性労働者に対する職業

生活に関する機会の提供」

※2 「働きやすさ」の正式名称は「職業生活と家庭生活の

両立に資する雇用環境の整備」



１ 情報公表
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公表すべき項目は、常時雇用する労働者数に応じて異なる

101人以上300人以下企業

以下の３項目以上の情報公表が義務となった

■男女間賃金差異

■女性管理職比率

■働きがいま た は働きやすさの 区 分 か ら1項目以 上

働 き が い ※１

・採用した労働者に占める女性労働者の割合

・男女別の採用における競争倍率

・労働者に占める女性労働者の割合

・係長級にある者に占める女性労働者の割合

・役員に占める女性労働者の割合

・男女別の職種又は雇用形態の転換実績

・男女別の再雇用又は中途採用の実績

働 き や す さ ※2

・男女の平均勤続年数の差異

・10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働
者の男女別の継続雇用割合

・男女別の育児休業取得率

・労働者の一月当たりの平均残業時間数

・雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間

・有給休暇取得率

・雇用管理区分ごとの有給休暇取得率

※1 「働きがい」の正式名称は「女性労働者に

対する職業生活に関する機会の提供」

※2 「働きやすさ」の正式名称は「職業生活と

家庭生活の両立に資する雇用環境の整備」

改正

（※改正前から義務）
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①男女間賃金差異の算出方法

女 性 男 性

正規労働者

非正規労働者

全労働者

総賃金（Ａ）

人員数（Ｂ）

=平均年間賃金①

総賃金（Ｃ）

人員数（Ｄ）

=平均年間賃金②

総賃金（Ｅ）

人員数（Ｆ）

=平均年間賃金③

総賃金（Ｇ）

人員数（Ｈ）

=平均年間賃金④

総賃金（Ａ+Ｅ）

人員数（Ｂ+Ｆ）

=平均年間賃金⑤

総賃金（Ｃ+Ｇ）

人員数（Ｄ+Ｈ）

=平均年間賃金⑥

①

②
× 100％

③

④
× 100％

⑤

⑥
× 100％

正規労働者の

男女間賃金差異

非正規労働者の

男女間賃金差異

全労働者の

男女間賃金差異

※小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位まで表示
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①男女間賃金差異の算出方法、公表時期

算出の際の注意点

公表時期

■ 直 近 の 事 業 年 度 の 実 績 を 、 そ の 次 の 事 業 年 度 の 開 始 後 概 ね ３ か 月 以 内 に 公 表

（ 事 業 年 度 が ４ 月 か ら 翌 年 ３ 月 の 企 業 は 、 概 ね ６ 月 末 日 ま で に 公 表 ）

■ 正 規 労 働 者 と は ・ ・ い わ ゆ る 正 規 型 労 働 者 +  無 期 雇 用 か つ フ ル タ イ ム 勤 務 の 労 働 者

■ 賃 金 と は ・ ・ 労 働 の 対 償 と し て 使 用 者 が 労 働 者 に 支 払 う 全 て の も の （ 退 職 手 当 と 通 勤 手 当 は 除 外 可 能 ）

■ 人 員 数 に つ い て ・ ・

・ 男 女 で 異 な る 数 え 方 を し な い

・ 初 回 か ら 一 貫 性 の あ る 数 え 方 を す る （ 変 更 の 必 要 性 が 生 じ た 場 合 は そ の 理 由 を 明 ら か に す る ）

・ 数 え 方 の 例 ： 一 の 事 業 年 度 の 連 続 す る 1 2 か 月 の 特 定 の 日 （ 給 与 支 払 日 、 月 末 な ど ） の 労 働 者 数 平 均

・ パ ー ト 労 働 者 に つ い て 、 正 規 雇 用 労 働 者 の 労 働 時 間 を 参 考 と し て 換 算 し て も よ い

※ こ の 場 合 は 換 算 し て い る 旨 を 数 値 と 併 せ て 公 表

・ 育 児 短 時 間 勤 務 利 用 者 に つ い て 、 給 与 を 短 縮 時 間 分 だ け 減 額 し て い る 場 合 、

育 児 短 時 間 勤 務 利 用 者 の 給 与 ・ 人 員 を 除 外 し て は な ら な い
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②女性管理職比率の算出方法

管理職とは・・課長級以上

次 の①②のいずれかに 該 当 す る 者

① 事 業 所 で 通 常「課長」と 呼 ば れ て い る 者 で あ っ て 、

・ そ の 組 織 が２係以上か ら な り も し く は

・ そ の構成員が1 0人以上（ 課 長 含 む ）

の も の の長

② 「 課 長 」 と い う 呼 び 名 で は な い が 、

職務の内容及 び責任の程度が課長級に相当す る 者

（ た だ し 、 一 番 下 の 職 階 で な い ）

※ 一 般 的 に 「 課 長 代 理 」 「 課 長 補 佐 」 と 呼 ば れ て い る 者 は 、

上 記 の 組 織 の 長 や そ れ に 相 当 す る 者 と は み な さ れ な い

課長級とは

課長
１係

２係

課長

課長ではない

役職名

職務の内容、

責任の程度が

課長級相当
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③働きがい、働きやすさ

■ 算 出 方 法 は 、 パ ン フ レ ッ ト

「 女 性 活 躍 推 進 法 に 基 づ く 一 般 事 業 主 行 動 計 画 を 策 定 し ま し ょ う ！」

（ 以 下 「 策 定 等 パ ン フ 」 と い う 。 ※ 法 改 正 に は 未 対 応 ） の 2 0 ペ ー ジ に 記 載

■ 雇 用 管 理 区 分 ご と に 公 表 を 行 う 項 目 （ 男 女 別 の 育 児 休 業 取 得 率 な ど ） に 注 意

※ 雇 用 管 理 区 分 ・ ・ 職 種 、 資 格 、 雇 用 形 態 、 就 業 形 態 等 の 労 働 者 の 区 分 で あ っ て 、

当 該 区 分 に 属 し て い る 労 働 者 に つ い て 他 の 区 分 に 属 し て い る 労 働 者 と 異 な る 雇 用 管 理 を

行 う こ と を 予 定 し て 設 定 し て い る も の

（ 例 ： 総 合 職 、 エ リ ア 総 合 職 、 一 般 職 ／ 正 社 員 、 契 約 社 員 、 パ ー ト タ イ ム ）
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数値を出すだけでなく、分析をお願いいたします

■ 数 値 そ れ 自 体 の み に 着 目 す る の で は な く 、 課 題 分 析 を 行 い 、 改 善 に 向 け て 取 り

組 む こ と が 重 要

■ こ の た め 、 公 表 に 当 た っ て は 、数値だけでなく課題分析等の補足情報を公表

す る こ と が 望 ま し い

男女の賃金の差異

（全労働者）○○％

（うち正規雇用労働者）○○％

（うち非正規雇用労働者） ○○％

（注釈・説明） ―

男女の賃金の差異

（全労働者）○○％

（うち正規雇用労働者）○○％

（うち非正規雇用労働者） ○○％

（注釈・説明）

女性の新卒採用を強化した結果、

相対的に賃金水準の低い女性労働者

が増え、賃金差異が前年度よりも拡

大した。

賃金差異が大きい・・

女性活躍推進に積極的では

ないのかな？

女性の採用を強化した

結果だったのね！

改正※指針に明記
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公表時期

■ 概 ね 年 1 回 以 上 更 新 し 、 い つ 時 点 の 情 報 な の か わ か る よ う 更 新 時 点 を 明 記

■ 数 値 は 、 公 表 時 点 で 得 ら れ る 最 新 の 数 値

特 段 の 事 情 が な い 限 り 、 古 く と も 公 表 時 点 の 前 々 年 度 の 数 値 に つ い て 公 表



１ 情報公表
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情報公表の方法

■女性の活躍推進企業データベースへ の 掲 載 が 最 も 適 切 改正※指針に明記

■ 自 社 ホ ー ム ペ ー ジ で も 可

■ 有 価 証 券 報 告 書 で 公 表 し た だ け で は 、 女 性 活 躍 推 進 法 の 情 報 公 表 を 行 っ た こ と

に な ら な い こ と に 注 意

→ 女 性 活 躍 推 進 法 の 情 報 公 表 は 、 求 職 者 へ の 情 報 提 供 が 目 的 で あ る た め



●同業他社の取組を知りたい

→業種から検索

●地域の企業の女性活躍の状況を参考にしたい

→都道府県から検索

●えるぼし認定を取得している企業を知りたい

→企業認定等から検索

女性の活躍推進企業データベース

「女性の活躍推進企業データベース」は、女性活躍推進法に基づき、各企業が策定した一般事業主行動計画と、

自社の女性活躍に関する情報を公表するウェブサイトで、厚生労働省が運営しています。

A社 B社

東京都○○区１２３ 東京都○○区４５６

101人～300人 10～100人

（事務職）40%
（技術職）30%

（事務職）20%
（技術職）10%

（事務職）30.2%
（技術職）3.3%

（事務職）12.2%
（技術職）1.5%

(事務職）男性：30%、女性：95％
(技術職）男性：22%、女性：89%

（事務職）男性：7%、女性：90%
（技術職）男性：0.5%、女性：89%

（正社員）75% （正社員）50%

24%（12人）
管理職全体（男女計）50人

80.2%
74.4%
102.3%

企業名

所在地

企業規模

企業認定等

採用した労働者に占める
女性労働者の割合

労働者に占める
女性労働者の割合

男女別の
育児休業取得率

年次有給休暇の取得率

管理職に占める
女性労働者の割合

女性の活躍を進めて認定を取得している企業だ！

既に、男女の賃金の差異を開示している企業だ！
男女の賃金の差異

全労働者
うち正規雇用労働者
うち非正規雇用労働者

【女性の活躍推進企業データベース・イメージ】

URL：https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/

詳細検索

●データベースでの情報公表は当社を知ってい

ただくきっかけの一つとなっている。

●数値や認定マークを公表することで「働きが

いがあり働きやすい職場」ということをアピー

ルできる。

ご利用企業の声

最新の数値が掲載されていて各社の比較がしやすい！＜企業比較＞

※企業が過去データを保存・掲載している場合は、データを経年比較して見ることができます。

16

女性の活躍推進企業データベース

https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/
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女性の活躍推進企業データベースでの情報公表は、以下からお願いします

トップページのこちらをクリック

入力画面

入力マニュアルはこちら
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改正法の施行時期 令和８年４月1日

■ 初 回 の男女賃金差異及 び女性管理職比率に つ い て は 、

改 正 法 が 施 行 さ れ る令和8年4月1日以 降 に最初に終了する事業年度の実績を

そ の次の事業年度の開始後おおむね３か月以内に 公 表 す る 必 要 が あ る

（ 具 体 例 ）

事業年度終了 公表期限

令和８年４月末

令和８年12月末

令和９年３月末

おおむね令和８年７月末まで

おおむね令和９年３月末まで

おおむね令和９年６月末まで



2021年4月1日

行動計画策定等について



２ 行動計画策定等
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行動計画策定等の全体像

行動計画策定等

状況把握

課題分析

計画策定

社内周知

公表

届出
取組実施

効果測定
次期行動計画へ

→ 個 々 の 事 業 主 の 女 性 活 躍 推 進 の 取 組 に つ い て 、 PD CA サ イ ク ル 確 立 を 図 る

④①
②

③

改正 改正
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①状況把握・課題分析

■基礎項目（必須項目）に つ い て 状 況 把 握

・ 採 用 者 に 占 め る 女 性 の 割 合

・ 勤 続 年 数 の 男 女 差

・ 平 均 残 業 時 間 数 な ど

・ 管 理 職 に 占 め る 女 性 の 割 合

・ 男 女 の 賃 金 差 異 （ 1 0 1 人 以 上 企 業 ）

■ 課 題 が 見 え た 項 目 に つ い て は 、 さ ら に選択項目に つ い て 把 握 ・ 分 析 す る こ と が 望 ま し い

（ 例 ） 採 用 者 に 占 め る 女 性 の 割 合 （ 基 礎 項 目 ） が ４ 割 を 下 回 っ て い た

→ 男 女 別 の 採 用 に お け る 競 争 倍 率 （ 選 択 項 目 ） に つ い て さ ら に 把 握 ・ 分 析

※ 算 出 方 法 は 策 定 等 パ ン フ P 2 0 に 、 課 題 分 析 の 方 法 例 に つ い て は P 2 6 に 掲 載

改正（改正前は301人以上）



２ 行動計画策定等
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②計画策定、社内周知、公表

A社 行動計画

１ 計画期間 〇年〇月〇日～〇年〇月〇日

２ 目標と取組内容・実施時期

目標１ 管理職の女性割合を30％以上とする

＜取組内容＞

・〇年〇月～ 女性管理職に対するヒアリングの実施

・〇年〇月～ ・・・

目標２ 男女とも平均勤続年数を10年以上とする

＜取組内容＞

・〇年〇月～ 育児・介護関係制度に関する調査を実施

・〇年〇月～ ・・・

①計画期間 ②目標 ③取組内容と実施時期 は必須

計画期間は２～５年が望ましい（プラチナえるぼしを取るなら必須）

計画策定

数値目標を、101人以上企業は1以上、301人以上企業は2以上設定

目標達成のための取組内容（※パンフP26以降参照）と

その実施時期を定める

働きがいに関する目標

働きやすさに関する目標
社内周知

イントラネットへの掲載、事業所内への掲示などにより周知

公表

情報公表と同じ



２ 行動計画策定等
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②計画策定

■ 数 値 目 標

3 0 1 人 以 上 企 業 は 「 働 き や す さ 」 「 働 き が い 」 そ れ ぞ れ の 区 分 か ら 1 項 目 以 上

（ 計 2 項 目 以 上 ）

1 0 1 人 以 上 3 0 0 人 以 下 企 業 は 1 項 目 以 上

※ 詳 細 は 策 定 等 パ ン フ P ８ 、 ９ に 掲 載

■ 目 標 達 成 の た め の 取 組

女性の健康上の特性にかかる取組が 行 わ れ る こ と が 望 ま し い

※ 「 働 く 女 性 の 心 と 体 の 応 援 サ イ ト 」 に 取 組 の ポ イ ン ト を 掲 載

改正※指針

■ 課 題 分 析 か ら 行 動 計 画 の 策 定 に あ た っ て は 、

厚 生 労 働 省 の 委 託 事 業 「 令 和 7 年 度 民 間 企 業 に お け る 女 性 活 躍 促 進 事 業 」

で 無 料 の 支 援 を 実 施



働く女性の心とからだの応援サイト h t t p s : / / w ww . b o s e i - n a v i . m h l w . g o . j p /

◎ 企業や働く女性等に対して、母性健康管理や女性の健康課題に関する情報を提供する専用サイト。

＜サイトの内容＞

・事業主や全国の女性関連施設等向けの研修用の教材、動画の配信

・母性健康管理、月経等に関するメール相談の実施

・事業所における具体的取組の好事例の掲載

・母性健康管理指導事項連絡カードの内容等に関する情報提供

等

女性の健康支援に関するページ
企業取組事例集のページ

アクセス件数：6,586,428件（令和６年度）



（参考）働く女性の心とからだの応援サイトに掲載している
女性の健康支援のための職場の取組のポイント

○ 働く女性の心とからだの応援サイトでは、女性の健康支援に関する職場の取組のポイントを掲載しています。

ポイント1 ヘルスリテラシー向上の取組

・女性特有の健康課題や女性に多い症状に関する研修会の開催（従業員）

・健康課題に関する啓発冊子の配布

・社内ポータルサイト等での健康情報掲載

・オンラインを利用したワークショップ、動画の配信 他

ポイント2 健康に配慮した職場環境の整備

ポイント3 婦人科検診率向上のための取組

ポイント4 女性の健康課題を相談しやすい体制づくり

・女性特有の不調について相談できる女性の産業医、カウンセラーの配置

・対応可能な体制構築(産業医や婦人科医の配置や外部の医師の紹介)

・社内プロジェクトメンバーによる女性相談員の育成

・女性限定のチャットルーム等の設置、気軽に相談できる場を提供 他

ポイント5 妊娠・出産等に関わる制度・支援の充実

ポイント6 ハラスメントのない職場環境づくり

ポイント7 休暇制度の充実・柔軟な働き方の実現

・生理休暇を取得しやすい環境の整備

・不調時の休養、治療・通院、検診と仕事を両立するために、休暇制度の整備や柔軟な働き方（フレックス、時差出勤、テレワークなど）の導入

・女性だけでなく管理職や男性も含めた職場全体の働き方改革 他

ポイント8 推進体制の整備

ポイント9 認定、顕彰制度の活用 25



２ 行動計画策定等

26

③労働局への届出

一般事業主行動計画策定届 様式ダウンロード方法

一般事業主行動計画策定届 届出方法

ここからダウンロード

記入例

厚生労働省HP

女性活躍推進法特集ページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/

seisakunitsuite/bunya/0000

091025.html

■神奈川労働局 雇用環境・均等部 指導課あて郵送

〒231-8434 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎13階

※控えが必要な場合：策定届２部及びレターパック等を同封

推奨

■電子申請、窓口への届出も可能

※電子申請システムURL https://www.e-gov.go.jp/shinsei/



2021年4月1日

認定制度について



認定制度の全体像

プラチナ
えるぼし

●行動計画の目標を達成
●プラチナえるぼしの５つの基準の全てを満たしている
●８項目以上の情報公表項目を「女性の活躍推進企業データベース」で公表
●男女雇用機会均等推進者、職業家庭両立推進者を選任していること
●就活セクハラ防止措置の内容を公表している

えるぼし
（３段階目）

●えるぼしの５つの基準の全てを満たしている
●その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表している

えるぼし
（２段階目）

●えるぼしの５つの基準のうち３又は４つの基準を満たしている
●その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表している
● 満たさない基準については、当該基準に関連する取組を実施し、

その実施状況について「女性の活躍推進企業データベース」に公表するとともに
２年以上連続してその実績が改善している

えるぼし
（１段階目）

●えるぼしの５つの基準のうち１又は２つの基準を満たしている
●その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表している
● 満たさない基準については、当該基準に関連する取組を実施し、

その実施状況について「女性の活躍推進企業データベース」に公表するとともに
２年以上連続してその実績が改善している又は新設要件を満たす 改正

改正

えるぼしプラス

（仮称）

改正（創設）

■５つの基準などの

一定の要件を満たした企業は認定取得可能

■５つの基準とは

１.採用

認定要件 メリット

詳細（改正部分以外）

はパンフ「女性活躍推

進法に基づくえるぼし

認定 プラチナえるぼ

し認定のご案内」参照
２. 継続就業 ３.労働時間等の働き方

４.管理職比率 ５.多様なキャリアコース

■優秀人材確保、イメージ向上

■認定の表示（商品、広告、名刺、求人票など）

■公共調達における優遇措置

■日本政策金融公庫による融資制度



えるぼし認定基準（１段階目）の見直し

【女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令】

○ 以下のように省令が改正され、基準を満たさない項目について、２年以上連続しての実績改善の他に、改善傾向にあることを
評価する選択肢を示しました。

29

現行 改正後【令和８年４月１日施行】

① １～２項目の基準を満たし、実績を毎年公表

② 基準を満たさない項目に関する取組の実施
状況について毎年公表

（基準を満たさない項目につき）
③ ２年以上連続しての実績改善

① １～２項目の基準を満たし、実績を毎年公表

② 基準を満たさない項目に関する取組の実施状況について毎年公表

（基準を満たさない項目につき）
③－ⅰ ２年以上連続しての実績改善

又は

③―ⅱ 左の❶に掲げる事項について、⑴が⑵より、⑵が⑶より改善し
ていること

⑴ 直近の事業年度までの連続する３事業年度の平均値

⑵ 直近の事業年度の前年度までの連続する３事業年度の平均値

⑶ 直近の事業年度の前々年度までの連続する３事業年度の平均値

※ 例えば、⑴がR4～R6、⑵がR3～R5、⑶がR2～R4のそれぞれ平均

値の場合、⑴の数値が⑵の数値より改善し、⑵の数値が⑶の数値より

改善していれば、要件に該当することとする。

（注）当該事項のうち左の❷に掲げる事項については、現状でも平均を用いているため、

引き続き同じ要件。

各項目における「実績改善」の評価の方法

❶「１．採用②」、「２．就業継続」、「３．労働時間等
の働き方」及び「４．管理職比率①」については、

    ２事業年度以上連続して実績が改善している必要。

❷「１．採用①」及び「４．管理職比率②」については、
（ⅰ）が（ⅱ）より、（ⅱ）が（ⅲ）より改善してい
る必要。

（ⅰ）直近３事業年度（R4～R6）の平均
（ⅱ）（ⅰ）の前年度までの３事業年度（R3～R5）の平均
（ⅲ）（ⅰ）の前々年度までの３事業年度（R2～R4）の平均

※「５．多様なキャリアコース」は、直近３事業年度のいずれかに
おける項目の該当数を評価する基準であるため、❶❷いずれに
も該当しない方法で確認している。



プラチナえるぼし認定基準の見直し

30

以下の認定要件が追加されました

■求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を

  公表していること

■公布の日（令和７年６月11日）から起算して１年６月以内で

政令で定める日より施行



えるぼしプラス（仮称）の創設【令和８年４月１日～】

① 「女性の健康上の特性に配慮した休暇制度」及び
      「女性の健康上の特性への配慮のために利用することができる、半日単位・時間単位の年次有給休暇、所定外労働
         の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、在宅労働等のうちいずれかの制度」を設けていること

② 女性の健康上の特性への配慮に関する方針を示し、

①に掲げる制度の内容とともに労働者に周知させるための取組を実施していること

③ 女性の健康上の特性への配慮に関する研修その他の

女性の健康上の特性への配慮に関する労働者の理解を促進するための取組を実施していること

④ 労働者からの女性の健康上の特性への配慮に関する業務を担当する者を選任し、
労働者からの女性の健康上の特性に関する相談に応じさせる措置を講ずるとともに、
労働者に周知させるための措置を講じていること

【女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令】（プラス基準概要）

○ えるぼしプラス（仮称）認定を創設しました。えるぼし認定の全ての認定段階について、以下の認定基準①～④の全てを満た
すことを要件として、プラス認定を設けました。なお、必ずしも女性に限る取組でなくてもよいことが通達で示される予定です。

31
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